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法
的
基
盤
が
整
備
さ
れ
れ
ば�

　
　
売
掛
金
・
在
庫
は
「
主
た
る
担
保
」
と
な
り
う
る�

ト
ゥ
ル
ー
バ
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス�

社
長
　
　

小
野
　
隆
一�

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
よ
る
債
権
流
動
化
か
ら
無
担
保
無

保
証
の
ス
モ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
ロ
ー
ン
、
あ
る
い
は
Ｄ
Ｄ
Ｓ
な

ど
、
こ
こ
数
年
新
し
い
融
資
ス
キ
ー
ム
の
開
発
と
推
進
が
め

ざ
ま
し
い
。
最
近
は
不
動
産
担
保
に
依
存
し
な
い
新
し
い
貸

出
手
法
と
し
て
、
売
掛
金
や
在
庫
・
設
備
を
担
保
に
し
た
資

産
担
保
貸
出
の
活
用
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
政
府
も
動
産
担

保
の
公
示
制
度
の
立
法
化
を
進
め
る
な
ど
、
資
産
担
保
貸
出

の
普
及
の
た
め
の
条
件
整
備
が
始
ま
っ
て
い
る
。�

法
制
審
で

新
し
い
法
整
備
を
審
議

ア
メ
リ
カ
で
は
、「
企
業
の
保
有

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
産
（A

s-

set

）」
を
活
用
し
た
貸
出
手
法
を

「
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
レ
ン
デ

ィ
ン
グ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
レ
ン
デ

ィ
ン
グ
に
お
い
て
、
貸
手
で
あ
る
金

融
機
関
は
借
手
で
あ
る
企
業
の
保
有

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
産
を
担
保
と
し

て
貸
出
を
行
う
が
、
そ
の
際
、
不
動

産
な
ど
の
固
定
資
産
よ
り
も
処
分

性
、
換
価
性
の
高
い
流
動
資
産
が
広

く
活
用
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス

ト
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
主
た
る
担
保

は
企
業
の
行
う
事
業
に
基
づ
く
資
産

で
あ
る
売
掛
金
や
在
庫
で
あ
り
、
そ

の
ほ
か
の
動
産
（
機
械
類
）、
不
動

産
、
工
場
設
備
、
知
的
財
産
権
（
特

許
、
商
標
な
ど
）
は
付
属
的
な
担
保

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

売
掛
金
や
在
庫
な
ど
日
々
変
動
す

る
企
業
の
保
有
資
産
を
担
保
と
し
て

貸
出
を
行
う
場
合
、
そ
れ
ら
を
ど
の

「
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
」（A

s
s
e
t
B
a
s
e
d
L
e
n
d
in
g
：

資
産
担
保
貸
出
）
は
、
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
ミ
ド
ル
リ
ス
ク
・
ミ
ド
ル
リ
タ
ー
ン
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
カ
バ
ー
す
る
貸
出
手
法
と
し
て
広
く

活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
法
が
日
本
に
お
い
て
も
、
従
来
型
の
不
動
産
担
保
に
依
拠
し
た
貸
出
に
代
わ
る
新

た
な
貸
出
手
法
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
基

本
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
解
説
し
、
日
本
に
お
け
る
実
践
的
な
活
用
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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【
特
集
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資
産
担
保
貸
出
の
条
件
�

動
産
担
保
融
資
の
推
進
に�

他
業
態
と
の
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
を
模
索�

�

担
保
評
価
、
管
理
、
処
分
を
担
う
専
門
業
者
の
成
長
が
カ
ギ
に�

動
産
担
保
の
問
題
点

「
タ
ダ
同
然
と
思
っ
て
い
た
在
庫

へ
の
譲
渡
担
保
が
更
生
担
保
権
と
認

め
ら
れ
、
予
想
外
に
高
い
配
当
が
支

払
わ
れ
た
。
動
産
の
担
保
価
値
を
実

感
し
た
」

九
八
年
四
月
に
会
社
更
生
手
続
に

入
っ
た
ゴ
ム
靴
製
造
大
手
、
ア
サ
ヒ

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
債
権
者
だ
っ

た
大
手
行
の
審
査
担
当
者
が
述
懐
す

る
。
高
配
当
は
譲
渡
担
保
権
を
設
定

し
た
定
価
三
〇
〇
〇
円
の
「
ポ
ケ
モ

ン
」
靴
が
業
者
間
で
一
〇
〇
〇
円
で

処
分
で
き
た
こ
と
に
よ
る
。

商
社
が
財
務
基
盤
の
弱
い
取
引
先

に
掛
売
り
す
る
際
、
在
庫
に
譲
渡
担

保
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
め
ず
ら
し

く
な
い
。
金
融
機
関
も
貸
出
先
が
水

産
養
殖
業
者
、
下
請
け
建
設
会
社
、

Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
な
ど
の
場
合
、
在
庫

や
設
備
（
ハ
マ
チ
、
シ
ョ
ベ
ル
カ

ー
、
モ
デ
ム
な
ど
）
に
譲
渡
担
保
権

を
設
定
し
て
い
る
。

動
産
担
保
権
も
不
動
産
担
保
権
と

同
様
、
法
的
整
理
で
は
物
件
の
価
値

か
ら
優
先
的
な
弁
済
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
（
会
社
更
生
法
で
は
更
生

担
保
権
、
民
事
再
生
法
・
破
産
法
で

は
別
除
権
と
し
て
保
護
さ
れ
る
）。

債
務
者
が
破
綻
し
て
債
権
者
に
よ
る

自
力
執
行
が
跋
扈
す
る
状
況
さ
え
避

け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
理
論
的
に
は
担

保
権
者
は
管
財
人
が
物
件
を
処
分
な

い
し
評
価
し
て
配
当
を
支
払
っ
て
く

れ
る
の
を
待
っ
て
い
れ
ば
よ
い
。

も
っ
と
も
、
動
産
担
保
の
場
合
、

物
件
の
使
用
を
債
務
者
に
許
し
た
ま

ま
対
抗
要
件
を
取
得
す
る
方
法
が
債

権
者
・
債
務
者
間
の
合
意
（
占
有
改

定
）
し
か
な
い
た
め
、
債
務
者
が
二

重
、
三
重
に
譲
渡
担
保
権
を
設
定
し

て
し
ま
う
可
能
性
を
排
除
で
き
な

い
。
ま
た
、
法
的
整
理
に
お
い
て

「
管
財
人
は
物
件
の
特
定
性
が
弱
い

な
ど
、
な
に
か
と
理
由
を
つ
け
て
担

保
権
の
成
立
を
否
認
し
、
企
業
の
運

転
資
金
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
」

（
商
社
関
係
者
）。

し
か
し
、
今
年
秋
の
臨
時
国
会
に

上
程
が
予
定
さ
れ
る
動
産
担
保
の
登

記
制
度
が
普
及
す
れ
ば
譲
渡
担
保
権

の
二
重
設
定
は
相
当
程
度
解
消
す
る

従
来
か
ら
日
本
の
金
融
機
関
も
債
務
者
企
業
の
業
種
に
応
じ
て
、
在
庫
を
担
保
に
と
っ
た
融
資
を
行
っ
て

き
た
。
し
か
し
、
自
己
査
定
上
も
動
産
の
担
保
価
値
を
認
め
る
た
め
に
は
多
種
多
様
な
品
目
に
わ
た
る
回

収
デ
ー
タ
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
お
り
、
動
産
担
保
融
資
の
今
後
の
普
及

に
は
評
価
、
管
理
、
処
分
を
担
う
関
連
業
界
の
成
長
が
カ
ギ
と
な
る
。

24金融財政事情２００４．６．７


